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漁 業 調 整 委 員 会 告 示

島根海区漁業調整委員会告示第３号

漁業法（昭和24年法律第267号）第11条第４項の規定により、島根海区における区画漁業に係る漁場計画の変更に関す

る公聴会を次のとおり開催する。

平成24年８月31日

島根海区漁業調整委員会会長 岸 宏

１ 日時、場所及び案件

日 時 場 所 案 件

平成24年９月10日（金）11時 松江市朝日町590番地 島根海区における区画漁業に係る漁場計画の変

松江東急イン 更について（区第30号及び区第31号）

２ 関係書類の縦覧

⑴ 縦覧に供する書類の名称

区第30号及び区第31号の漁場図、漁場計画並びに総合連絡図

⑵ 縦覧の期間

平成24年８月31日から同年９月７日まで

⑶ 縦覧の場所

島根県農林水産部水産課及び松江水産事務所
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